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従業員の皆様へ 

 

2023年 12月 15日 

 

株式会社エム・シーネットワークスジャパンの破産手続申立てに伴うご説明 

 

株式会社ファーストコンサルティング    

代表取締役 塚田 美樹 

株式会社エム・シーネットワークスジャパン 

代表取締役 塚田 啓子 

前略 

従業員の皆様におかれましては、平素より業務にご尽力頂き、誠にありがとうございます。 

 

誠に残念なお知らせですが、従業員の皆様の出向先であり、銀座カラー各店舗の運営会社

である株式会社エム・シーネットワークスジャパン（以下「MC 社」といいます。）は、本

日、東京地方裁判所に破産手続の開始を申し立てました。 

これにより、MC社は本日をもってその事業の全てを停止し、銀座カラー各店舗も、本日

をもって全て閉店となります。 

MC社は、設立から 30年以上、美容脱毛業界のパイオニアとして業界をけん引し、順調

に業績を伸ばしておりました。 

しかしながら、近年、美容脱毛から医療脱毛へ人気が徐々に移り変わる中で業績も低下し、

ここに新型コロナウィルスの影響が加わったことより業績は著しく悪化し、特にここ数か

月においては非常に厳しい資金繰りに直面しておりました。 

MC社経営陣も、なんとしても事業の存続を図り、従業員の皆様、会員の皆様にご迷惑を

おかけすることの無いよう、M＆Aによる事業の承継先の探索など様々な方策を検討し、講

じていたところです。 

しかし残念ながら、事業承継先の確保には至らず、さらには、12 月 1 日、株式会社ファ

ーストコンサルティング（以下「FC社」といいます。）の前社長であり、MC 社の実質的経

営も担っていた塚田直樹が急逝し、これにより MC 社の事業継続が困難となること決定的

となりました。MC社としては、これ以上MC社の事業を継続することは、かえって、会員

や従業員の皆様に与えるご迷惑、ご負担を増大させることにもつながりかねないとの判断

に至り、そのため、誠に苦渋の決断ではございますが、本日付で銀座カラー全店舗を閉店し、

東京地方裁判所に破産手続開始を申し立てることを決断した次第です（なお、FC社に関し

ましては財務状況の詳細を調査中であり、現時点で具体的な破産の申立予定などはありま

せん。）。 

従業員の皆様方には、このような事態になりましたこと、深くお詫び申し上げます。 
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【従業員の皆様の雇用について】 

上記のとおり、MC 社は本日付で銀座カラー全店舗を閉店し、事業を廃止致します。 

そのため、FC社からMC社に出向されていた皆様に就業場所を提供することが不可能

となりましたので、本日付で従業員の皆様全員に対し、解雇予告通知を行います。 

これにより、従業員の皆様には、2024年 1月 15日をもって、FC社をご退職いただき

ます。従業員の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけすることについてあらためてお詫

び申し上げます。 

なお、FC社、及びMC社において雇用を継続することは出来ませんが、株式会社ミュ

ゼプラチナムから、銀座カラーの各店舗において勤務されていた従業員の方々について、

同社にて雇用して迎え入れる用意がある旨のご意向を頂戴しております。 

株式会社ミュゼプラチナムによる雇用条件等の詳細は改めてご案内いたします。また

必要に応じて、説明会も開催させて頂きますので、順次ご案内申し上げます 

 

【給与及び退職金について】 

従業員の皆様への給与につきましては、これまでは MC 社よりお支払いしておりまし

たが、MC 社について破産手続が開始したため、今後 MC 社からお支払いすることは困

難となっております。 

そのため、12月 25日支給予定の給与、及び 1月 25日支給予定の給与、並びに退職に

伴う退職金につきましては、FC 社からの支給を行うことを予定しておりますが、FC 社

の資金繰り上、予定どおりの支給日に満額を支給できるか等について現在、確認している

ところですので、確定次第、改めてご連絡させて頂きます。 

 

【退職日までの勤務について】 

  上記のとおり、従業員の皆様は 2024年 1月 15日をもって FC社をご退職となります。

この退職日までの間は、FC社従業員としての籍は残り、MC社に出向している状況は継

続致します。 

銀座カラーの各店舗は閉店となりますが、ご予約頂いているお客様へのご連絡や、閉店

に伴う店舗での作業などが必要になる場合があり、また、MC社の破産管財人弁護士の指

示のもと、店舗内にあるお客様情報の保全などの業務にご協力を頂く必要がある場合が

あります。 

  その際は、破産管財人又は各店の責任者の指示に従い出社のうえで業務を行って頂き

ますよう、ご協力をお願い致します。詳細につきましては、この後、別途破産管財人より

ご説明致します。 

  

最後になりましたが、従業員の皆様方には当社業務にご尽力いただきましたこと、改めて

深く御礼申し上げます。 
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上記に関するお問い合わせ 

 

※ 退職に関する事務手続、再雇用に関するお問い合わせ 

以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

内容確認のうえ、追って担当よりご連絡致します。 

【お問い合わせフォーム：https://00m.in/28sA6 】 

 

 

 

※ 今後の給与、退職金のお支払に関するお問い合わせ 

大江・田中・大宅法律事務所 

連絡先電話番号：03－6550-9564 

 

 

 

草々 

 

 

https://00m.in/28sA6

